
   駒ヶ根市環境美化推進組合長の具体的任務 

 

(１)  市及び地区役員とともに、市の環境基本計画（ごみ減量行動計画等含む）の推進を

図るとともに、ごみの分別収集の促進指導、不法投棄の防止及び清掃指導 

(２) 地区役員とともに、地域環境保全活動の策定及び推進 

(３) 地区役員とともに、ごみ集積所の設置、点検、整備等の維持管理 

(４) ごみのリサイクルを図るため、資源ごみ回収事業の推進 

(５) 容器包装リサイクル法の施行に伴い、分別回収するごみの集積場所等の地区住民へ

の啓発及び徹底 

(６) 粗大ごみ回収事業の促進 

(７) 不法投棄の監視及び通報並びに地区啓発 

(８) 家庭雑排水浄化設備の設置と汚泥汲取り促進の地域啓発 

(９) 河川、小川、水路等の汚濁の監視、汚染物資の流入の監視、通報 

(10) 公害の監視、通報 

(11) ごみ、排水、環境問題などの地区学習会の開催 

(12) 環境保全について隠れた善行者の表彰内申 

(13) 上伊那郡環境衛生連合会の役員 （→半数１年交替で代議員を務める。） 

(14) 環境保全に関するイベント、大会への参加等 

(15) その他環境に関すること。 

(16) 地区保健補導員、分館等との連携 

 

＊名称等について 

 平成４年まで 平成５年から 平成10年から 備  考 

名 称 納税衛生組合 環境美化納税組合 環境美化推進組合  

市全体 
納税衛生連合組合

長会 

環境美化納税連合組

合長会 

環境美化推進連合組

合長会 
 

代 表 会長 会長 会長  

区の代表 
納税衛生連合組合

長 

環境美化納税連合組

合長 

環境美化推進連合組

合長 

看板・腕章

の持回り 

自治組合 

(常会) 

(町内会) 

納税衛生組合長 

(納税衛生担当) 

(納税衛生係) 

環境美化納税組合長 環境美化推進組合長 
看板・腕章

の持回り 

隣 組 納税衛生組合 
(隣組長又は環境組

長) 
環境美化推進員 

看板・腕章

の持回り 

 

＊ 環境美化推進組合の組織図（区の内部組織はモデル的な例） 

  

連絡調整     (区代表)             協力 

駒ヶ根市  

 

(自治組合１名。自治会長と兼務の区も多い。) 

環境美化推進連合組合長 区 長 

 

 

   (隣組単位。隣組長と兼務の区が多い。) 

環境美化推進組合長

環境美化推進員 環境美化推進員

環境美化推進組合長 環境美化推進組合長

 


